遠野町家のひなまつりスタンプラリー説明（参加者向け）

開催期間：令和８年２月２０日（金）～台紙がなくなり次第終了。
参加方法及び使用方法：
1 参加者希望者は、「観光協会」に寄り、スタンプラリーの台紙をもらってください。
2 立ち寄った参加店・参加施設にて、棚番や店舗がわかるスタンプなどを店員さんに押してもらうか、自由に押せるように設置してあるのでスタンプを自分で押してください。
3 巡った数によって割引額が変わります。（３か所で１００円引き、５か所で３００円引き、最大７か所で５００円引き券として使用できます。）
4 台紙自体を割引券として使います。規定数がたまったら、参加店で使用する旨をつたえ、台紙を店員さんに渡し割引してもらってください。

店舗・施設によっては対応できない場所もございます。
また、店休日の場合は対応できない場合もございます。ご了承下さい。

◆スタンプ対応していない店舗
１遠野小学校・23遠野城下町資料館・３８料理茶屋あべ屋・４０あべ茶道教室・
４１茶道表流馬場茶道教室・４２三彩流蘭煎会遠野・４３きものを楽しむ会

◆割引券を使用できない店舗
１遠野小学校・８遠野まちなか・ドキ・土器館・９遠野蔵の道ギャラリー・
２１とおの物語の館・２３遠野城下町資料館・２４遠野新町郵便局・３１遠野郵便局・
３３あえりあ遠野・３８料理茶屋あべ屋・４０あべ茶道教室・４１茶道表流馬場茶道教室・
[image: ]４２三彩流蘭煎会遠野・４３きものを楽しむ会

◆今後増える可能性があります。
最新情報は、右図、専用ページ
（QRコード）をご確認ください。
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